
 

 

 

 

寒川町都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

平成 30 年 3 月 22 日 

 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町規則第 10 号 

 

寒川町都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 

寒川町都市公園条例施行規則(平成 9 年寒川町規則第 18 号)の一部を次のように改

正する。 

第 3 条第 3 項中「別表第 3」を「別表第 4」に改め、同項に次の 1 項を加える。 

4 パンプトラックさむかわの専用使用の使用時間帯の区分は、別表第 2 の 2 に定め

る区分とする。 

第 4 条第 1 項中「提出しなければ」を「しなければ」に改め、同条第 4 項中「寒川

総合体育館使用取消届」を「有料公園施設使用取消届」に改める。 

第 16 条中「別表第 4」を「別表第 5」に改める。 

 別表第 1 を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 1(第 3 条関係) 

有料公園施設の供用期間及び供用時間 

種類 供用期間 供用時間 

寒

川

総

合

体

育

館 

メインアリーナ 

サブアリーナ 

武道場 

弓道場 

会議室 

多目的室 

トレーニングルーム 

1 月 4 日から 12 月 28 日

までとする。ただし、次

に掲げる日を除く。 

(1) 第 2・第 4 月曜日

(国民の祝日に関する

法律(昭和 23 年法律

第 178 号)に規定する

休日(以下「休日」と

いう。)に当たるとき

を除く。) 

(2) 休日の翌日(日曜

日又は休日に当たる

ときを除く。) 

午前 9 時から午後 9 時まで 

スポーツサウナ 午前 11 時から午後 9 時まで 

パンプトラックさむかわ 1月4日から1月

31日まで及び11

月1日から12月

28日まで 

午前9時から

午後4時まで 

2月1日から3月

31日まで及び9

月1日から10月

31日まで 

午前9時から

午後5時まで 

4月1日から5月

31日まで及び8

月1日から8月31

日まで 

午前9時から

午後6時まで 

6月1日から7月

31日まで 

午前9時から

午後7時まで 



別表第 2 の次に次の 1 表を加える。 

別表第 2 の 2(第 3 条関係) 

使用時間帯の区分 

1月4日から1月31日まで及び11月1日から12月28日まで 午前9時から午後1時まで 

午後1時から午後4時まで 

午前9時から午後4時まで 

2月1日から3月31日まで及び9月1日から10月31日まで 午前9時から午後1時まで 

午後1時から午後5時まで 

午前9時から午後5時まで 

4月1日から5月31日まで及び8月1日から8月31日まで 午前9時から午後1時まで 

午後1時から午後6時まで 

午前9時から午後6時まで 

6月1日から7月31日まで 午前9時から午後1時まで 

午後1時から午後7時まで 

午前9時から午後7時まで 

 

別表第 3 寒川総合体育館の使用許可(個人使用を除く。)の項の次に次のように加え

る。 

パンプトラックさ

むかわの使用許可(

個人使用を除く。) 

使用期日の属する

月の前々月の 15 日

から使用期日前 7

日まで 

パンプトラックさ

むかわ使用許可申

請書(第 6 号様式の

2)による申請 

パンプトラックさむ

かわ使用許可書(第 7

号様式の 2)の交付 

 

 



別表第 3 寒川総合体育館の個人使用許可の項の次に次のように加える。 

パンプトラックさ

むかわの個人使用

許可 

使用当日 口頭による申請 パンプトラックさむ

かわの個人使用券(

第 8 号様式の 2)の交

付 

第 6 号様式の次に次の 1 様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6 号様式の 2(第 4 条関係) 

パンプトラックさむかわ使用許可申請書 

  年 月 日 

 (宛先)指定管理者 

                      住  所  

                  申請者 氏  名         ○
印 

                      電話番号  

次のとおり申請します。 

団 体 名   登録番号  

責 任 者 住 所      

責 任 者 氏 名      電話番号  

使 用 日      年  月  日     

使用時間帯の区分 

□午前9時～午後1時 

□午後1時～午後4時／午後5時／午後6時／午後7時 

□午前9時～午後4時／午後5時／午後6時／午後7時 

使 用 目 的  種 目   

使 用 人 数 
男 人 大人 人 中人 人 小人 人

女 人 大人 人 中人 人 小人 人

営 利 目 的 □ 有・□ 無 入場料等の徴収 □ 有・□ 無 

レ ン タ ル 

    

    

    

    

    



第 7 号様式の次に次の 1 様式を加える。 

第 7 号様式の 2(第 4 条関係) 

パンプトラックさむかわ使用許可書 

許 可 番 号    

団 体 名  登 録 番 号  

責 任 者 住 所  

責 任 者 氏 名  

使 用 日  

使 用 時 間 帯 の 区 分  

使 用 目 的  種 目   

使 用 人 数  

営 利 目 的  入場料等の徴収  

レ ン タ ル 

    

    

    

 

①利用料金 

 

②レンタル 

 

③合計利用金額 

①＋② 

④減免額 

 

納付額 

③－④ 

円 円 円 円 円 

指 示 事 項 

 

 

上記のとおり利用料金を領収し、施設の使用を許可します。 

      年  月  日 

指定管理者          □印 



第 8 号様式の次に次の 1 様式を加える。 

第 8 号様式の 2(第 4 条関係) 

5.75cm   

    年  月  日   時間 

個人使用券                   大 人 

パンプトラックさむかわ 

指定管理者 

 

3cm 

5.75cm   

    年  月  日   時間 

個人使用券                   中     人 

パンプトラックさむかわ 

指定管理者 

 

3cm 

5.75cm   

    年  月  日   時間 

個人使用券                   小     人 

パンプトラックさむかわ 

指定管理者 

 

3cm 

第 9 号様式中「寒川総合体育館使用取消届」を「有料公園施設使用取消届」に、

「あて先」を「宛先」に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この規則は、平成 30 年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。ただ



し、次項の規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 パンプトラックさむかわに係る使用に関する手続は、施行日前においてもこの規

則による改正後の寒川町都市公園条例施行規則の規定の例により行うことができる。 


